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第 69回接続料の算定等に関する研究会 議事概要 

 

日時  令和５年３月７日（火）15:00～17:20 

場所  オンライン会議による開催 

出席者 （１）構成員 

辻 正次 座長、相田 仁 座長代理、酒井 善則 構成員、 

佐藤 治正 構成員、関口 博正 構成員、高橋 賢 構成員、 

西村 暢史 構成員、西村 真由美 構成員 

（以上８名） 

（２）オブザーバー 

東日本電信電話株式会社 松本 工   相互接続推進部 制度･料金部門長 

井上 暁彦 経営企画部 営業企画部門長 

西日本電信電話株式会社 藤本 誠  経営企画部 営業企画部門長 

田中 幸治 設備本部 相互接続推進部 部長 

ＫＤＤＩ株式会社    関田 賢太郎 相互接続部長 

            松原 遼  相互接続部 接続制度ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

ソフトバンク株式会社  伊藤 健一郎 渉外本部 通信ｻｰﾋﾞｽ統括部 

相互接続部 部長 

小林 一文 渉外本部 通信ｻｰﾋﾞｽ統括部 

相互接続部 ｱｸｾｽ相互接続課 課長 

南川 英之 渉外本部 通信ｻｰﾋﾞｽ統括部 

相互接続部 移動相互接続課 課長 

一般社団法人テレコムサービス協会 

            山田 敏雅 ＦＶＮＯ委員会 委員長 

佐々木 太志 ＭＶＮＯ委員会 運営分科会主査 

三宅 義弘 ＭＶＮＯ委員会 運営分科会副主査 

一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会 

立石 聡明 副会長 

小畑 至弘 常任理事 

一般社団法人ＩＰｏＥ協議会 
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山田 大輔 事務局 

松本 心平 事務局 

株式会社ＮＴＴドコモ  下隅 尚志 経営企画部 接続推進室長 

            大橋 一登 経営企画部 料金企画室長 

(３)ヒアリング事業者 

   エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

鎌田 理之 経営企画部 事業戦略部門 部門長 

       ZIP Telecom株式会社  山田 大輔 企画営業部 

株式会社アイ・ピー・エス・プロ 

            伊藤 良光 代表取締役 

一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会 

            安力川 幸司 副会長 専務理事 

楽天モバイル株式会社  鴻池 庸一郎 執行役員 渉外本部長 

 

(４）総務省 

竹村総合通信基盤局長、木村電気通信事業部長、近藤総務課長、 

飯村事業政策課長、片桐料金サービス課長、寺本料金サービス課企画官、 

永井料金サービス課課長補佐、前田料金サービス課課長補佐 

■議事概要 

 

■議事模様 

○ シェアドアクセス方式における残置回線に係る接続料算定方法の見直しについて（現

○ シェアドアクセス方式における残置回線に係る接続料算定方法の見直しについて

（現状整理） 

・ 事務局より、資料69－１について説明が行われた後、質疑が行われた。 

○ 着信事業者が設定する音声接続料の在り方に関するヒアリング 

・ ６者より、それぞれ資料69－２－１から69－２－６について説明が行われ、その

後、事務局より５者の資料69－２－７から69－２－11について説明が行われた後、質

疑が行われた。 

○ ５Ｇ（ＳＡ方式）時代におけるネットワーク提供に係る課題の検討に関するヒアリン

グ 

・ 一般社団法人テレコムサービス協会ＭＶＮＯ委員会、株式会社ＮＴＴドコモ、Ｋ

ＤＤＩ株式会社及びソフトバンク株式会社より、それぞれ資料69－３－１から69－３

－４について説明が行われた後、質疑が行われた。 
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状整理） 

 

【辻座長】  それでは、議事を開始いたします。 

 本日の議題は、まずはシェアドアクセス方式における残置回線に係る接続料算定方法の

見直しについての現状整理であります。本件は、これまで関係者からヒアリング等を行っ

てまいりましたが、その内容を踏まえて事務局において現状を整理いただきましたので、

その内容について事務局から御説明をいただき、意見交換を行いたいと思います。それで

は、事務局より御説明をお願いいたします。 

 

（事務局より資料69－１に基づき説明） 

 

【辻座長】  ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの説明につい

て御質問があります構成員の皆様は、チャットもしくは御発言にてお知らせいただけます

か。 

 それでは、佐藤構成員お願いいたします。 

【佐藤構成員】   

佐藤です。まず、資料３ページ目のグラフについての質問になります。ここは構成員限り

になっている部分がありますが、まず気になるのは、残置回線について東西で残置回線数

の現用回線数に占める割合が異なることの要因です。環境の違い、例えば競争で顧客を取

り合うことで残置回線は増えるのか。競争でお客が移動し転用件数等が増えてくることで、

残置回線は減るのか。あるいは東西でルーラルエリアや離島といった状況が違うことがこ

のように数字の違いに表れてくるのか。市場環境ではなく経営判断の結果なのか。そうい

った点を可能な範囲で教えていただきたいと思います。 

 加えて、全般的なコメントになりますが、私は関心を持ってこの議論に参加してきまし

た。各事業者・各サービス間で引込線の再利用・転用を進めて、結果的に残置回線を減ら

すことができトータルに効率化が進むだろうと考えておりました。また、新規事業者が新

たに二重引き、三重引きする必要もなくなるなど、事業者にとっても、ユーザーにとって

もよいことと考えて、網使用料化を進めることに賛成してきました。 

 今回の資料を見て、皆さんの意見も聞いて、実際に転用等が進んで、引込線の効率的利

用が実現するのと並行して、網使用料化は進めるべきだと強く思っています。逆に、転用
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等が進まず効率化が実現しない状況で網使用料化を進めるとなると、既存の事業者が過去

に残した引込線の維持費等を新規参入者が応分に負担することになり、これは相当な負担

増になるため、参入障壁になってしまうのではないか懸念されるところです。ここはきち

んと議論すべきと思っています。 

 ＮＴＴ東日本・西日本が、残置させても将来的には便益があると主張されていますが、

その残置回線が将来大きく減っていく、あるいは転用が進んでいくという見込みがまだ見

えない状況です。例えば当初網使用料化で負担が増えるが、５年後には効率化が進み負担

は大きく下がるといったことが見えればいいのですが、そういう見込みが期待できていな

い。逆に、ＮＴＴ東日本・西日本は、残置回線を減らさことなく全部残置すると言われて

いるので、効率化が進むのかどうか自体、疑問。残置回線を減らすようなインセンティブ

をきちんと入れていかないと、効率化は機能しないと思っています。 

 そういう意味では、５年後も１０年後も使われない、例えば、人が減っている限界集落

にあるようなところにある回線等がきちんと撤去されていくのかどうか、二重引き、三重

引きといった不要な回線は、網使用料化される残置回線の数から除いてべきかとも思いま

すので、そうした点はまだ議論が残っていると認識しており、関心を持っています。 

【辻座長】  今の御指摘の点は、非常に意味があるものと思いますので、別途、ＮＴＴ

東日本・西日本から御回答いただければと思います。 

 それでは酒井構成員、お願いいたします。 

【酒井構成員】  酒井です。残置回線がある場合、何年後かにまた使えるのであればそ

れは残置したほうがいいでしょうし、永久に使えないのであれば撤去したほうがいいのか

もしれませんが、残置回線の保守費用と撤去工事費を考えると、例えば10年間使わないの

であれば撤去したほうが安上がりだ、いや20年なら安上がりだといったような目安はある

のでしょうか。 

【辻座長】  事務局からいかがですか。ある期間を限って保有したほうがいいのか、撤

去したほうがいいのか決定できるのではないか、といった事業者からの意見がありました

が、今の酒井構成員の質問のように、基準がきちんとできれば、何年まで残置させたほう

がいいのか、あるいは最初から撤去したほうがいいのかという判断は可能でしょうか。 

【永井料金サービス課課長補佐】  事務局でございます。理論上は計算できるかもしれ

ませんが、実際どういったコストがかかるのか、あるいは本当に損益分岐点自体が存在す

るのかという点を含めまして、ＮＴＴ東日本・西日本から、別途御回答いただいたほうが
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よろしいかと考えてございます。 

【辻座長】  計算はできると思いますので、また御検討をお願いしたいと思います。 

【酒井構成員】  分かりました。了解しました。 

【辻座長】  それでは、西村暢史構成員、お願いいたします。 

【西村（暢）構成員】  中央大学の西村でございます。私からは、追加質問になろうか

と思いますが、ＮＴＴ東日本・西日本様に１点、それから事務局に１点お願いがございま

す。 

 まず、ＮＴＴ東日本・西日本様に質問ですが、今回、追加質問に対応する形で各事業者

からいろいろな意見が出てきたわけでございますが、ＮＴＴ東日本・西日本様もおっしゃ

られているとおり、小規模事業者の意見も踏まえながら検討していくという議論の進め方、

方向性でいきますと、事務局資料の２ページ目にまとめられております、ＫＤＤＩ様やソ

ニーネットワークコミュニケーションズ様が示しておられる議論の進め方について、特に

どういう評価を行うのかというお考えを聞きたいと思っております。 

 といいますのも、減らしていくべき残置回線がないという御主張、あるいは全て再利用

可能と理解されておられるのであれば、先ほどの議論の続きですが、閾値としての年数と

いった判断基準が、残置と撤去の間でどのようになっているのかというのは、再度ＮＴＴ

東日本・西日本様には御説明していただければと思っております。 

 ２点目で、これは事務局へのお願いになろうかと思います。先ほど申し上げましたとお

り、小規模事業者の意見も踏まえながらというＮＴＴ東日本・西日本様の御意見もござい

ますので、ここで出てきていない、つまり、ＫＤＤＩ様、ソニーネットワークコミュニケ

ーションズ様以外の小規模事業者様の声を整理するのが喫緊求められているのではないか

と考えますので、ぜひ小規模事業者様の声も整理をお願いできればと思っております。長

くなりましたが、私からは以上でございます。 

【辻座長】  ありがとうございました。事務局、いかがでしょうか。 

【永井料金サービス課課長補佐】  事務局でございます。今御指摘いただきました、現

時点でヒアリングに御対応いただいた者以外の事業者につきましても、何らかの形で本件

に関する御意見をいただけるように調整していきたいと思っております。 

【辻座長】  ありがとうございました。それでまた結果等をお知らせいただければあり

がたいです。 

 続きまして、関口構成員お願いいたします。 
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【関口構成員】  関口でございます。今回の問題につきましては、残置回線をいかに有

効に使っていくかという観点からすると、私はこの網使用料化という案に基本的には賛成

をしています。各事業者が、残置回線を再利用する次の人を探す努力をずっと個別にやる

というのは非常に非効率です。各事業者では情報が限られているということですので、Ｎ

ＴＴ東日本・西日本さんがこれをまとめて、残置回線を減らす方向に努力をされることに

ついて賛成です。 

 また、メタル回線も有姿除却で対応したように、既存の回線を撤去するのは非常にお金

のかかる話ですから、ＮＴＴ東日本・西日本さんにとっても、かえって撤去が負担になる

ということだと思いますので、ぜひ企業努力によって残置回線の減少、有効活用をお願い

したいと思っています。 

 ただ、今回、事務局資料の３ページで、各事業者への影響額が構成員限りになっていま

すが、後から市場に入ってきた方たちに負担が大きくなるという結果が試算されているの

で、そのようなことのないように工夫は必要かと思っております。例えば資料２ページ目

にまとめられております将来に発生する残置回線と過去発生分を２段階に分けて検討する

といったソニーネットワークコミュニケーションズからの提案がありますが、この提案に

ついては、西村構成員の質問とかぶりますが、ＮＴＴ東日本・西日本さんに、このように

２段階に分けることの可能性、あるいは抱えている課題について御説明を頂戴したいと思

っております。以上でございます。 

【辻座長】  ありがとうございました。そのほかございませんか。 

 もし追加質問がありましたらお願いいたします。今後、もう少しこの残置回線につきま

して検討していきたいと思っております。 

 

○ 着信事業者が設定する音声接続料の在り方に関するヒアリング 
【辻座長】  次に２番目の議題でありますが、着信事業者が設定する音声接続料の在り

方に関するヒアリングであります。本件は、第66回会合で事務局からお示しした論点につ

いて、第67回会合で、関係事業者としてＮＴＴ東日本・西日本とＭＮＯ３社から御説明を

いただいたところです。今回は６事業者から御説明いただくとともに、書面での資料提出

をいただいた５事業者の意見について事務局から御紹介いただき、意見交換を行いたいと

思います。 

 それでは、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社よりお願いいたします。 
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【エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ】  エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ

ンズ、鎌田でございます。それでは、着信事業者が設定する音声接続料の在り方について、

弊社の意見を御説明させていただきます。 

 資料をおめくりいただきまして、３ページからお願いいたします。まず、非指定事業者

であります弊社の接続料の交渉の実態について、いくつか事例を御紹介させていただきた

いと思います。まずは最初に非指定事業者間で接続料の交渉の推進に関して参照可能な現

時点のガイドライン・方針につきまして、御案内のところも多いかと思いますが、振り返

りを兼ねて触れております。 

 「事業者間協議の円滑化に関するガイドライン」及び「接続等に関し取得・負担すべき

金額に関する裁定方針」の２つのドキュメントが該当するかと考えておりまして、これら

の中では、適正原価・適正利潤の基本原則の下、相互に算定根拠に関する情報の提示を行

うこととされております。情報の提示が行われない場合には、近似的に、例えばＬＲＩＣ

等のモデルによるベンチマーク方式等の費用等を用いることとするといったことが書かれ

ておりまして、非指定事業者間ではこれらをよりどころとして交渉を進めることが期待さ

れているところかと思いますが、なかなか実態はこのようにいかないことも多くございま

して、次のページから実態の状況を御説明させていただきます。 

 資料４ページになりますが、まず接続料の情報の開示に関して御説明をさせていただき

ます。相互接続協定の中で守秘義務の規定もございますし、ＮＤＡの締結等によって第三

者に情報を開示することは防げるということはあると思いますが、実際には競合している

ライバル会社である相手方事業者に対しまして、自網のコストやトラヒック等の詳細の情

報を開示することは事業運営上なかなか難しいのが実態でございます。 

 特に非指定事業者においては、接続会計も整備されておりませんので、仮に算定根拠の

情報を開示しようと思ったときにも、手元にすぐ使えるような情報があるとは限りません。

開示するための算定根拠を作成するとなると、かなりの稼働やコスト、専門知識等が必要

になってまいりますので、実務上難しい点があるかと思います。 

 ５ページをお願いいたします。仮に相手方事業者から算定根拠の情報の開示を受けた場

合を想定しますが、相手方からコスト情報やトラヒックの情報を受領したとして、指定設

備設置事業者のように、開示された情報が第三者のチェックがなされ、接続会計に基づく

会計の整備等々が行われているとは限りませんので、相手方接続料の算定根拠として妥当

かどうか、何をもって判断するのか、なかなか難しいところがございます。 
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 また、例えば、販管費などの共通的なコスト、間接コストの配賦基準などについては、

接続料原価にどれぐらい割り振るかといった点にもルールがありませんので、各社独自の

考え方になってまいります。その考え方も妥当かどうかについても、なかなか判断が難し

いということになろうかと思います。 

 ６ページをお願いいたします。算定情報の開示が行われなかった場合には、次の手段と

してベンチマーク方式が裁定方針にも言及されていますけれども、参照するモデルとして、

ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣ、ＩＰ―ＬＲＩＣ、ＰＳＴＮ―ＬＲＩＣ・ＩＰ―ＬＲＩＣの統一単金

や、ＮＴＴ東日本・西日本様のひかり電話接続料など、いろいろなモデルがある中、何を

もって近似とするかといった点の判断材料やルールも乏しいところもありますので、相手

方との交渉において、どのベンチマークを利用するかという判断や合意形成も、実態とし

てはなかなか難しいところがございます。 

 また、そもそも各事業者で接続料の収入が多いところ、支払いが多いところがございま

すが、これは事業者の規模の大小やユーザー数の多寡よりは、抱えているユーザーのトラ

ヒックの特性、つまり、発信の多いユーザーあるいは着信が多いユーザーといったトラヒ

ック特性によって変わってくるところが多いのではないかと考えております。接続料の収

支の状況も各社それぞれございますので、接続料収入が多いところはなるべく高い水準で

の合意を目指したくなりますし、弊社のように接続料の支払いが非常に多い場合ですと、

なるべく低い料金で合意したいといった思惑が働いたりというような実態もございます。 

 続きまして７ページをお願いいたします。このような中、言葉は悪いのですが、なかな

か論理的とは言えない交渉を毎年全24社の事業者と行っております。先ほど申し上げまし

たように、弊社の場合、接続料をお支払いする一方のサービス呼なども抱えておりますの

で、例えば、サービス呼は弊社の意見・考えに歩み寄っていただく代わりに、一般呼のほ

うは相手方事業者の意見に歩み寄るといったような譲歩案を駆使して毎年交渉を重ねまし

て、その譲歩案が両者受入れ可能となる場合に合意が成立するといった状況で、毎年24社

との交渉と、それから合意した後には当該年度の年度頭に遡って遡及精算を実施しており

ます。 

 残念ながらここ数年、毎年交渉している中で算定根拠の開示をいただいた事業者はござ

いません。また、合意の水準について弊社の実績の情報をお示ししておりますけれども、

固定系事業者20社との合意の水準も、下は1.41円から上は8.91円までと非常に幅広く、ま

た様々な譲歩の結果、バリエーションも増えているという実態でございまして、固定系事
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業者の水準も、上のほうの水準になってきますと、移動体の事業者の３分換算の接続料の

水準とあまり変わらない状況になっております。 

 ８ページになりますが、問題点のまとめです。先ほど申し上げましたとおり、実態とし

てなかなか算定根拠の情報の開示は難しい状況もございますし、仮に情報開示を受けたと

しても、それが相手方の接続料の根拠として妥当かどうかといった点はなかなか判断が難

しく、交渉が難航するケースが多いのが実態でございます。 

 また、ベンチマーク方式の採用に際しましても、どのモデルをもって近似とするかとい

った基準がない中で、様々な譲歩案を駆使して交渉を重ねておりまして、その結果、複数

の合意パターンが発生し、遡及精算を含めて接続料格差の拡大、あるいは交渉や精算シス

テムのコストが毎年かかっている状況でございます。 

 このように、有効なルールがない中で非指定事業者間の接続料交渉が今後も継続してい

く場合には、先ほどお示ししましたように、各社の音声接続料において最大６倍以上の差

がある状況、これは弊社の合意の実例ですが、こういった格差が拡大し、あるいはこのま

ま継続するおそれがあります。 

 まず、一部の事業者の音声接続料が高い水準にとどまっていることが、今後、ＩＰ接続

に向けてユーザー料金の低廉化や利便性向上を図ろうと思ったときに阻害要因になる懸念

がございます。 

 ９ページをお願いいたします。着信接続料の交渉ルールに関しての弊社からの提案です。

ＩＰ接続への移行は、ＫＤＤＩ様もおっしゃっていたかと思いますが、従来の事業者間の

ルールや商慣習を見直す絶好の機会になると考えておりまして、接続形態が全ての事業者

と東京・大阪の接続点を介して直接接続するという形式に変わり、中継事業者を間に挟む

ような接続は基本的にはなくなります。 

 また、様々な接続のルールや料金の精算等を議論しているＰＳＴＮマイグレーションに

係る事業者間の意識合わせの場におきましても、この機会をとらまえて事業者間のルール

等をなるべく簡素化、簡便化していこうという方向性で議論を行っているという実態もご

ざいますので、今回のＩＰ接続への移行は非常によいタイミングになると考えております。 

 このＩＰ接続への移行の際の着信接続料のルールに関しての提案ですが、一般呼、これ

は０Ａ―Ｊ、あるいは０５０、０９０といった回線相互間の通話になりますが、事業者同

士の着信接続料に関しましては、ビル＆キープ方式を原則とするということをルール化し、

ガイドラインや裁定方針等に明記いただきたいと考えております。ただし、双方が算定根
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拠情報の開示を行って、相手方の料金水準について両者合意できた場合には、合意できた

水準で精算することはもちろん可能としていただきたいと考えております。 

 ビル＆キープ方式が導入されることによりまして、先ほど述べましたような精算関連の

稼働やシステム等のコストが不要になりますし、サービスの原価が全て自社でコントロー

ル可能となりまして、従来よりも柔軟なユーザー料金の設定が可能になると考えておりま

す。 

 10ページになりますが、ビル＆キープ方式の導入に関して、これまでいくつか懸念の声

があったかと思います。いくつかの事業者からは、ビル＆キープ方式の導入により自社網

着呼に係るコスト回収ができなくなるといった懸念、あるいは、接続制度の在り方の最終

答申との関連で、着信に係る費用を自社の利用者から回収することになるので、例えば電

話利用者に対して着信通話料を設定するといったことも想定されるといった懸念が挙げら

れておりました。 

 これに対して弊社としては、ビル＆キープ方式というのは理論上、相互の着信接続料が

同等規模であるとみなして相互非請求にするというものですので、相手事業者からの着信

接続料をもらうこともなくなりますが、同様に支払いも不要となりますので、この相手へ

の支払いが不要になる接続料が、自社網着信分のコストの回収原資に当たると考えており

ます。このため、必ずしも着信コストを利用者から回収する必要はないのではないかと考

えております。 

 続きまして、その他の論点としまして２枚ほど御説明させていただきます。 

 12ページをお願いいたします。サービス呼に関しての課題提起ということで、０１２０

フリーダイヤルや０５７０ナビダイヤル、あるいは００ＸＹ等の中継型のサービスについ

てです。弊社で提供しております代表的なサービス呼であるフリーダイヤル、ナビダイヤ

ルは、公共機関の皆様、あるいは法人のお客様のコールセンター等で広く御利用いただい

ておりますが、ＩＰ接続移行後も当社としては引き続き付加価値を高める、あるいは料金

の低廉化等による利用者利便の向上を進めてまいる予定でおります。 

 ＩＰ接続移行後のサービス呼の接続の形態は、下にイメージ図をお示ししておりますが、

左側の発信事業者側からの第１呼と、右側の着信事業者に着信する第２呼、この２つの呼

を組み合わせ、つなぎ合わせる形態でサービスを構成する形態になります。このためサー

ビス呼提供事業者においては、発信側の事業者と着信側の事業者の両方に対して接続料の

支払いが発生するという構成になっております。 
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 続きまして、13ページをお願いいたします。このビル＆キープ議論の冒頭に着信ボトル

ネックの議論がございましたが、着信接続料を下げるインセンティブが働きにくいという

構造は、一般呼に限らずサービス呼に対しての接続料においても同様の共通的な課題であ

ると認識しております。加えてサービス呼に関しましては、先ほど申し上げましたとおり、

発側・着側両方への接続料の支払いが発生しますので、通話料収入に対しての接続料水準

の収支の影響が、単純に言うと一般呼の２倍あると言えるかと思います。 

 また、仮に一般呼のほうにビル＆キープ方式の導入をルール化いただいた場合に、サー

ビス呼は手つかずで従来のままとなりますと、サービス呼に関しての接続料の交渉や精算

が残ることになりますので、先ほど述べました交渉上の問題点の解消や精算の関連コスト

が結局残ってしまうということになろうかと思います。 

 弊社といたしましても、現在サービス呼のユーザー通話料は、距離段階別、時間帯別と

いった従来の料金体系になっていますが、ＩＰ接続への移行を契機に全国一律料金化や料

金のさらなる低廉化を検討しているところです。こういったユーザー利便性の向上や、低

廉で使いやすい料金の実現のためにも、サービス呼に対しての発信・着信両方の接続料の

高騰を抑止するルールについても、ぜひ検討の論点に入れていただければと考えておりま

す。 

 弊社としては、サービス呼の部分もビル＆キープの議論の対象に入れていただけるとあ

りがたいとは思っておりますが、双方向性がないことから、なかなか難しいという場合に

は、高騰抑止、事業者間交渉の円滑化のために、例えば裁定方針の中にありますベンチマ

ーク方式、具体的に言うとＮＴＴ東日本・西日本のひかり電話水準をベンチマークとする

といったようなことを原則ルールとするといったことが考えられるのではないかと思って

おります。 

 御説明は以上になります。ありがとうございました。 

【辻座長】  ありがとうございました。 

 引き続きまして、ZIP Telecom株式会社から御説明をお願いいたします。 

【ZIP Telecom】  ZIP Telecomの山田でございます。本日はプレゼンの機会をいただき

ましてありがとうございます。説明をさせていただければと思います。 

 １ページ目を御覧ください。本資料を通じてお伝えしたいことは３点ございます。１点

目、ビル＆キープは接続料の低廉化に伴い、いずれ浸透する精算方式の一つになり得ると

考えております。２点目、ビル＆キープが標準的な精算方法となった場合、設備投資や事
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業継続に与えるインパクトは大きいのではないかと思われます。３点目、ビル＆キープの

考え自体は否定するものではございませんが、導入されるタイミングについては検討が必

要と思われます。以下、資料にのっとって説明させていただきます。 

 ①ビル＆キープの導入について。現在、ＮＴＴ東日本・西日本の接続料は市場価格とし

て広く浸透している認識でおります。指定設備設置事業者が接続料の選択肢としてビル＆

キープを取り入れることが可能となりましたら、この精算方式が事業者間の標準的な精算

方式となる可能性があり、設備維持や音声通話料等、事業者の収支面に影響が出る可能性

があると推察いたします。 

 2025年以降の接続料はＩＰ－ＬＲＩＣのみが接続料原価の範囲となり、接続料の低廉化

は進んでくると思われます。したがって、接続料の推移次第ではございますが、ビル＆キ

ープの考え方が、現在の接続料の取決めや料金精算等に要するコストよりも効率的と判断

されるタイミングがいずれ来ると思われ、自然にどこかのタイミングでビル＆キープの考

え方は浸透してくるのではないかと推察いたします。 

 ②かけ放題の通話料定額制サービスについて。これは利用者に広く認知されております。

ビル＆キープが主流となった後は、固定電話事業者内にも通話料定額制を軸とする新しい

サービスが浸透してくることが予見されます。通話料定額制による収入はトラヒック見合

いではなく契約者数に比例することから、これまでの従量課金による通話料収入とは異な

り、収益構造に与えるインパクトも大きいと推察いたします。 

 ２ページ目を御覧ください。③ビル＆キープの影響について。ビル＆キープは単なる接

続料の非精算化だけではなく、通話料定額制の浸透次第ではございますが、電話事業者の

主な収入源の一つである通話料収入にも影響を及ぼす可能性があると思われ、設備維持や

事業継続に必要な収入面において影響は大きいのではないかと推察いたします。そのため、

各社はこれまで従量で得ていた接続料や通話料収入に代わる新たな機能の拡充や設備の効

率化などが求められる認識でおります。しかしながら、機能の拡充や、設備の効率化がう

まく進まなかった場合、事業撤退等も起こり得ると思われ、結果、利用者によるサービス

の選択肢の縮小や事業者間の競争・備効率等のインセンティブを損なう可能性も有してい

るのではないかと推察いたします。 

 接続料の低廉化に伴い、ビル＆キープの考え方はいずれ浸透していくと思われます。2025

年以降にビル＆キープを導入すべきという御意見がございますが、接続料の低廉化に伴い

自然にビル＆キープが浸透していくことを加味すると、早い段階でビル＆キープを浸透さ
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せる理由もないとも考えます。 

 また、事業者間協議において事業規模の大小が影響し、ビル＆キープが一方的に強要さ

れることがないように配慮されることも必要だと思います。ビル＆キープ導入の是非や導

入されるタイミングにつきましては、広く意見を求め、公平な市場競争が整うように御配

慮いただければと存じます。 

 ④接続料水準と接続料の協議について。現状、多くの事業者様がＰＳＴＮ－ＬＲＩＣ等

の市場価格ないし対向事業者様とのミラーで接続料を設定しているかと思いますが、その

ような中で、現状特に大きなトラブルは発生していないと当社は認識しております。接続

協議で課題が生じているのは限られた事業者間であると推察しておりますので、当該事業

者は、例えば前年対比の実績トラヒック情報等を基に、まずは２社間で協議を重ね解決す

ることが望ましいのではないかと考えております。全社共通で接続料の透明化を図るので

あれば、過度な負担がかからないように御配慮いただくことが前提と考えております。 

 ３ページ目を御覧ください。４ページ目から６ページ目までに、着信接続料とダイヤル

通話料の推移について記載をしております。 

 ４ページ目を御覧ください。音声通信量の推移について記載がございます。固定／携帯

の区分に関わらず、トラヒックは減少傾向にあると読み取れるかと思います。 

 ５ページ目を御確認ください。接続料原価と接続料の推移でございます。ＰＳＴＮ－Ｌ

ＲＩＣの接続料原価は減少傾向にございますが、接続料は通話トラヒックの減少に伴い増

加傾向にあることが読み取れるかと思います。 

 ６ページ目を御覧ください。ダイヤル通話料の推移でございます。ＮＴＴ東日本・西日

本様の例を記載させていただいております。2001年以降、区域内通話に係る通話料は変わ

っていないのではないかと思われますが、これは他社でも同様かと思われます。これらの

ことから、接続料原価や接続料の推移が通話料に及ぼす影響は限られているのではないか

と思われます。仮にビル＆キープが浸透した場合、対向事業者様の接続料は気にしなくと

もよくなることから、通話料の低廉化や通話料定額制が浸透するきっかけになり得ると思

われます。 

 ７ページ目を御覧ください。トラヒック・ポンピング対策としてのビル＆キープと通話

料定額制の浸透についてでございます。 

８ページ目は構成員限りとさせていただいております。記載している概要といたしまし

ては、トラヒック・ポンピング対策としてビル＆キープが有効ということであれば、通話
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料定額制の課題は払拭されることになると思われます。かけ放題等の通話料定額制サービ

スは市場に浸透しておりますので、ビル＆キープを取り入れる事業者は通話料定額制を取

り入れるのは自然なことではなかろうかという内容を記載させていただいております。 

 ９ページ目を御覧ください。１０ページ目、１１ページ目で音声通信サービスの契約者

数の推移、番号指定事業者の主な収益について記載をさせていただいております。 

 10ページ目を御覧ください。音声通信サービスの契約数の推移でございます。固定電話

の契約数は、平成９年以降ほぼ横ばいであり、固定電話市場は限られた市場だと読み取る

ことができるかと思います。 

 11ページ目を御覧ください。番号指定事業者の主な収益を記載させていただいておりま

す。現行、番号指定事業者の主な収益は、基本料金、通話料金、オプション料金、接続料

という４つの柱で成り立っていると思われますが、ページ右側では、ビル＆キープとかけ

放題等が定着した場合に想定される影響について記載してございます。前のページで、固

定電話の市場は限られた市場だということを御説明させていただきましたが、ビル＆キー

プ導入後はかけ放題プラン等の通話料定額制が主流になることが予見されますところ、こ

の定額料金も価格競争に陥る可能性があるのではないかと考えます。ビル＆キープは接続

料の非精算化にとどまらず、通話料の収入と他の収益にも影響を及ぼし、事業継続や設備

投資に影響を及ぼすのではないかと考えます。各社の通話料等の売上げが下がることが予

見されますので、オプション等、通話料収入に代わる新たな付加価値の拡充が求められる

と思っております。 

 12ページ目を御確認ください。ビル＆キープ導入に対する考えをまとめてございます。

①一般呼においては着信通話料の考え方は利用者に受け入れられないのではないかと思い

ます。②ビル＆キープ導入後も設備投資や維持は求められます。設備投資や維持にかかる

コストを基本料金等に転嫁できるとは限らないのではないかと考えます。③事業規模並び

にトラヒックの規模に大小がある中、ビル＆キープが双方合意の下で取り入られるケース

はまれではないかと思われます。④ビル＆キープにおいて、自社の設備規模に見合った料

金設定がコントロールできるようになるという点は評価しております。 

 ⑤は割愛させていただきます。⑥通話料定額制の収益は、契約者数に左右されることと

なり、規模の大きい事業者様の優位性が高いのではないかと思います。通話料の従量課金

においては、事業規模やサービスエリアが小さくとも、自社が持つトラヒック次第でそれ

なりの市場競争ができているという認識でおります。 
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 13ページ目を御覧ください。⑦従量制の通話料収入に代わる高い付加価値を拡充するこ

とは容易なことではないと考えます。⑧資本の大きい大規模事業者しか結果的に市場に残

れなくなるのではないか。電話サービスが大手事業者に寡占され、市場競争原理が働かな

くなり、結果消費者が不利益を被る可能性があるのではないかと考えます。⑨事業者数が

少なくなってしまった場合、それはサービスの選択という面において消費者の選択肢を奪

うことにつながらないかと考えております。 

 矢印より下の部分は、冒頭申し上げました内容と同じですので、説明は割愛させていた

だきます。当社からは以上になります。 

【辻座長】  どうもありがとうございました。 

 続きまして、株式会社アイ・ピー・エス・プロからお願いいたします。 

【アイ・ピー・エス・プロ】  アイ・ピー・エス・プロの伊藤でございます。 

 説明させていただきます。表紙をめくっていただきまして、当社の沿革から簡単に説明

させていただきたいと思います。 

 当社は1991年に設立され、当時、国際電話の代理店というところから始まり、日本の国

際化、外国人が多く日本に来日していた時期から、国際電話のプリペイドカードの販売を

特別第二種の免許を得て行っておりました。その後2002年に、カナダのテレグローブジャ

パンという企業が日本から撤退するに当たり、その全株式を取得するという形で、国際電

話プリペイドカードの事業を第一種電気通信事業者の仕組みで運用するということを行っ

ておりました。 

 その後、国際電話が世の中でほとんど用をなさないというような状況から、2013年あた

りからコールセンターを運営する会社に利用回線を使っていただくといったサービスにモ

デル替えをしております。親会社は2018年に上場しておりますが、我々は昨年2022年の７

月に国内通信事業をアイ・ピー・エス・プロとして分割してございます。 

 ２ページ目ですが、当社がいただいております電気通信の番号と役務の関係図でござい

ます。満遍なく、一般呼を含む０ＡＢ―Ｊ、０５０、００ＸＹ及びＮＴＴコミュニケーシ

ョンズ様やＫＤＤＩ様の再販やＣＴＩサービスを組み込んだ役務、あるいは専用線の再販

という帯域サービスを小規模ながら提供しています。 

 ３ページ目で、研究会にて論点として提示されたものに対して一つずつ回答しておりま

す。 

 まず、（１）指定設備設置事業者が希望する接続事業者との間でビル＆キープ方式を選択
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できるようにすることについての当社の考え方ですが、保有設備すなわち回線数が桁違い

に大きい事業者と小さい事業者ではトラヒックの均衡が保たれず、公平な接続ができる状

態と言えないと思っております。よって、その状態ではビル＆キープの採用は不可能だと

思っております。 

 設備構成の等しい指定設備設置事業者間のみで本制度を採用した場合でも、規模の大き

な事業者がかけ放題を提供することが予想され、その利用者がさらに我々のような小さい

事業者につなぎ放題となった結果、その小さな事業者の回線を消費するといったことは想

像できます。また、我々のような小規模の事業者が持っている電話番号の属性は一部の提

供エリアにとどまりますし、加入者数で大手事業者とはスケールが違ったマーケットで戦

っていると思っております。その結果、もしかけ放題が一般的に導入された場合は、大規

模事業者のみが生き残るという寡占が進むのではないかと思っております。別紙の資料１

と２でこの論点についての当社の考え方を説明しておりますので、後ほどこちらに触れさ

せていただきます。 

 ②指定電気通信事業者がビル＆キープ方式を採用することが可能になったときに留意す

べき事項について、あるいはトラヒック・ポンピングへの関与等が疑われる事業者との間

でビル＆キープ方式を採用することは適当かという論点については、トラヒック・ポンピ

ングが確かに証明された場合には、ビル＆キープではなく、問題点を指摘し、業務改善命

令を出すのが正しい処置であると考えてございます。当社では、ビル＆キープでトラヒッ

ク・ポンピングを抑制するという対処が適切だとは思っておりません。 

 ３つ目の点、指定設備設置事業者と接続事業者の間にネットワーク構成や音声接続料の

水準差があることについてどう考えるかという点でございますが、音声接続料では長年、

ＬＲＩＣモデルにて公平性を保って運営できていると評価しております。また、既に接続

料はＬＲＩＣの水準だけでなく、相対契約による低廉化された料金も適用されているため、

トラヒックが変わっている場合でも公平性が保たれるような水準で網使用料の取決めがで

きていると思っております。 

 その他の考慮すべき事項に関しましては、ビル＆キープの採用国である米国や香港等の

現状、課題から、なぜ少数国のみにおいて本制度が採用されているのかについて、冷静に

分析することが必要ではないかと思っております。 

 ③その他、音声接続料に関わる望ましい制度の方向性について等々の論点につきまして

は、ビル＆キープの採用は、均衡を保ってきた市場や事業者の関係性、経営自体に大きな
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変化を与える可能性が大きいため、メリットやデメリットを洗い出した上で慎重に判断す

べき課題であると考えております。 

 （２）の論点については特に意見はございません。 

 ４ページ目、資料１につきましては、一般的にビル＆キープが採用されやすいケースで

ございます。発信と着信の関係で、そのトラヒックがほぼ同量の場合には、それぞれが自

社網のコスト、他社網のコストを自社の発信するユーザーからの料金回収によって回収す

ることができる。もちろんビル＆キープの場合には、着信網のコストにつきましては回収

ができなくなりますが、双務的に、お互いさまといった観点で考えれば、これは非常に採

用されやすい形かと思っております。 

 ５ページ目は、それがイコールでない場合、例えば携帯電話の事業者と固定電話の事業

者の間などですが、携帯電話の加入者数と固定電話の加入者数は今、倍以上に違いが出て

いると認識しています。一般的に、呼の流れは、携帯電話は発信するもの、固定電話は着

信するものといった形であり、我々が回線を販売しているコールセンター等においても、

固定の回線で着信をするといった形で運営されております。 

 その場合に、着信側にいる事業者、固定網の事業者の着信接続料収入がなくなりますと、

増大するトラヒック・回線需要に対して設備を増強・増設するといった必要性が出てきま

すが、増設するコストをどこから捻出すればいいかという問題にぶち当たります。ですの

で、発信するという機能を持っている形であれば、発信側のユーザーから回収するといっ

たことを考えられますが、一般的な一般呼のみの通話をしている場合にはこれが非常に難

しくなるというのが資料１でございます。 

 資料２につきましては、かけ放題の影響についての概念図でございます。Ｘ社が数千万

加入を持っている会社、Ｙ社が中規模の会社、Ｚ社が当社のようなせいぜい数万加入の会

社とすると、一般的に、トラヒックが均衡であったとしても、Ｘ社はＸ社同士のトラヒッ

クがかなり多く、それがＸ・Ｙ・Ｚ社の番号比率や加入者比率によって、トラヒック等は

小さくなるといった関係があります。 

 我々のようなＺ社が自網コストをかけて自社網を運営しながら、他社への接続料をなく

すといったことには、もちろんメリットはございます。この面積で見て分かるように、自

網内のトラヒックはほぼございませんので、他社網のトラヒックに対して費用が少なくな

るというメリットがあるといったところはもちろん理解しております。 

 ７ページです。ところが、かけ放題サービスを行った際には、もともとの加入者を囲い
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込むといった観点で、先ほど申し上げたコストの観点以上に、もともとの規模に応じた囲

い込みによって市場が動くということを懸念しております。我々のような会社では、自網

コスト以外の他社に支払うコストがなくなること以上に、他社のかけ放題をリプレースす

ることが非常に難しくなることを表現した表になります。 

 当社の説明資料は以上になります。 

【辻座長】  どうもありがとうございました。 

 続きまして、一般社団法人日本ユファイド通信事業者協会からお願いいたします。 

【日本ユニファイド通信事業者協会】  では、ＪＵＳＡから御説明させていただきます。

資料をベースに御説明させていただきます。 

 ３ページ目からまず簡単にＪＵＳＡについて御説明させていただきたいと思います。当

協会は、日本ユニファイド通信事業者協会と申しまして、2019年にできた新しい協会でご

ざいますけれども、主にユニファイドコミュニケーションといった領域の、新しい電話の

サービスやメッセージングのサービスのプロバイダーが加入している団体でございます。 

 ４ページ目です。協会活動目標ということで、この３つの目標を中心に設立以来、活動

をしてまいりました。１つ目、サービスの健全な普及・促進。新しいサービスでございま

すので、皆さんに認知していただいて使っていただくという観点での推進を行っています。

２番目、事業環境の整備。当協会の会員は、通信事業者の皆さまが多い形になっています

ので、そういった方たちのビジネスの成長を支援していくということ。３番目、社会問題

の対処ということで、特に特殊詐欺等、電話を使った犯罪も増えてきている社会情勢がご

ざいますので、そういった部分で業界として対応できる部分を進めているところでござい

ます。 

 ５ページ目です。３自治体とのＩＣＴ連携協定ということで、ＩＣＴを使っていただく

という点に関して、テレワークと紐付けて、地域でのＩＣＴ教育等を進めているところで

ございます。 

 ６ページ目です。不適正事業者・サービスの申告窓口の運用については、主に情報通信

審議会番号政策委員会での議論をベースに、不適正事案の申告窓口を設置して、問合せや

申告があり次第、総務省や警察庁と連携して対応してきているところでございます。 

 ７ページ目です。総務省、警察庁、ＪＵＳＡが連携して番号停止を実施という点でござ

いますが、ＴＣＡが以前から対応されていた、特殊詐欺に使用された番号を停止する運用

について、これをＪＵＳＡの事業者にも広げて、同様に停止をするという運用を進めてい
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るところでございます。 

 ８ページ目から、ビル＆キープについてでございます。 

９ページ目については、まず、そもそもユニファイド通信の利用形態はどういった形か

について、御説明しているところです。 

 １番目です。ユニファイド通信サービス、クラウドＰＢＸ等の新しい電話サービスにつ

いては、恐らく日本国外のほうが進んでいると言って差し支えないと思いますが、国際的

に技術革新が急速に進展しており、開発競争が各社・各国で進んでいるという状況のもと

で、既存の電話サービスでは実現できないようなサービスをつくり出すことに取り組んで

いるところです。 

 ２番目です。具体的には、ＡＩの自動応答等、電話を低コストかつ高度にサービス化を

しているという点です。著作権等の関係で具体的には言えないのですが、調査によっては、

諸外国においては既に法人市場の50％以上の回線シェアがユニファイド通信に置き換わっ

ている国も存在しているところです。 

 ３番目です。日本でも自治体、金融、流通など、様々な産業において、コールセンター、

テレワークツール、予約受付、会議のリアルタイム通訳など、幅広い領域で活用されて日

本の生産性向上に寄与しています。 

 下の方の図で書いてございますが、ユニファイド通信事業者と言われているのは一番左

側にいる者でございまして、主に電話事業者と接続をさせていただいて、電話網に接続し

ている形態が多い形となっています。 

 10ページ目です。ユニファイド通信事業者の網形態と書いていますが、具体的に網がど

ういった形で接続され、運用されているかを表した図です。 

 １番目、日本では電話番号管理事業者から、ネットワークや番号の卸提供を受けて公衆

網に間接的に接続しているといった形態です。２番目、卸元事業者とはそういった形で卸

契約を締結しており、基本的には相対による卸契約となりますので、契約条件は交渉上の

優位性に相関していると言えるかと思います。３番目、日本で直接接続できない主な理由

というのは、接続の手続の困難性やコストなど、一言で言ってしまうと参入障壁があるだ

ろうと述べさせていただいています。各国ではこういった事業者でも電話事業者として自

分たちが接続しているケースも多々ございます。そのようなケースでも、日本では、ほと

んどこういった卸契約に依存しているというところで、具体的な話を聞くと、手続の困難

性やコストといった背景があると聞いております。 
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 11ページ目では、ビル＆キープ導入に関する当協会の考えを説明しております。 

まず１番目、先ほど申したとおり、日本において、相互接続による電話事業への参入に

あたって、設備投資や長期間を要する接続に係る複雑な手続、事業者間精算の仕組みに対

応するためのコストが主な１つの参入障壁となっていると考えております。 

 ２番目、下記の条件とともにビル＆キープが導入されれば、参入障壁と申し上げた部分

の大きなファクターである精算に係るコストが軽減されるため、新たな事業者の参入を容

易にし、健全な競争が進展することにつながるため、これに賛成いたします。３番目、た

だ、中小企業が競争の不利とならないよう公正競争環境の維持に十分な議論・対策が必要

だとも書いています。 

 加えて、強調させていただきたいのがこの２番になりますが、公正な競争環境の維持が

大前提ということです。ほかの事業者の皆さまも懸念されているとおり、ビル＆キープの

メリットも非常に大きいのですが、懸念される部分もございます。特に１番目ですが、ビ

ル＆キープ導入後は、多くの収益が加入者数、提供している番号数に依存するため、多数

の加入者を有する事業者の支配力が強まり、市場の寡占化が進んでしまうおそれがありま

す。ビル＆キープの導入によって中小の接続事業者や卸先事業者に競争上の不利益が生じ

ないように、導入時の制度面での対策と、導入後の定期的な市場の見直し・確認の議論が

必要だと考えてございます。 

 ２番目、ビル＆キープの導入は接続事業者間のみならず卸先事業者に対しても間接的に

大きな影響がございますので、この議論については卸先事業者の参加も必要だと考えてご

ざいます。 

 12ページ目です。３番、必要な条件についてです。先ほど、以下の条件を満たせれば我々

として賛成、歓迎だという話をいたしましたが、どういったところを考慮いただきたいか

というところをまとめています。 

 １番目、ビル＆キープが全接続（国内全呼種）に確実に適用されることが必要です。一

部でも既存精算方式が残れば、既存の精算システムが必要となり、結果的に事業者間精算

コストは低減できず、参入障壁も下がりません。 

 ２番目、事業者間の個別協議に採用方式、精算方式を委ねると、交渉優位な事業者に有

利な精算方式だけが採用されて、交渉上不利な事業者が割を食ってしまうことも懸念され

ますので、全呼種に確実に適用されることが必要ではないか。 

 ３番目、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ様もお話しされていたとは思います
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が、加入者番号以外の番号（トールフリー番号等の付加サービス）についても、あまねく

ビル＆キープが適用され、精算されないことが必要だと考えてございます。 

 ３の２では「公正競争と産業の発展のために」と書いています。電話の精算方式の観点

では、非常に大きな参入障壁の低減につながるものであり、それ自身は歓迎するところで

はありますが、電話サービスが縮小するのではなく、どんどん広げていくという観点に立

った場合、当協会としては、こういった新しい電話のサービスがより便利に国民の皆さん

にとって使いやすいサービスとなるべきだという考え方を持っております。 

 既存事業者からの卸に依存せずに事業者間競争ができる環境整備も全般として必要だと

考えてございまして、ビル＆キープ導入だけでは、多数の加入者を有する事業者の支配力

が強まるだけで、かえって市場の寡占化が進むおそれがあります。 

 具体的にどういったことが必要かについてでございます。接続協議の省力化・短期間化

ということで、新規で参入しようとすると、現在、接続協議から事業開始まで最短でも２

年以上かかる、２年で終わることもほぼないのではないかと思うんですけども、これをな

るべく省力化していただけないか。 

 また、全番号種別を番号ポータビリティの対象とする。現状ですと、固定電話と携帯電

話の番号だけがポータビリティの対象になってございますけれども、０５０ですとか０５

７０ですとか、そういった番号についてもポータビリティに対応すべきではないか。 

 ３番目、クラウド時代に即した番号割当条件と書いていますが、現在、例えば固定電話

番号の付与には加入者回線の線路が必要になっていますが、こういった旧来の電話交換機

を前提とした規律はクラウド時代に見直すべきではないかといった考え方です。 

 ４番目、０５０番号やクラウドＰＢＸ等の緊急通報受理機関への接続と書いています。

緊急通報につながるのは固定電話と携帯電話のみというのが現状だと思いますが、こうい

ったところも解消していくべきではないか。 

 ５番目、ＮＧＮのＩＰｏＥ接続料の低廉化ということで、ＶＮＥ接続料が非常に高額で

あり、電話系事業者には接続が困難という意見が会員事業者からあがってきているところ

でございますので、こういった接続料の低廉化についても求めていきたいと考えてござい

ます。 

 13ページ、トラヒック・ポンピングに対する考え方と書かせていただいています。こち

らはメインのトピックではないと思いますので、簡単に説明させていただきますけども、

トラヒック・ポンピングを解消するためにビル＆キープが導入されるというのはちょっと
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違うのではないかということを書いています。 

 ＪＵＳＡからの説明は以上になります。ありがとうございました。 

【辻座長】  どうもありがとうございました。 

 続きまして、楽天モバイル株式会社から御説明をお願いいたします。 

【楽天モバイル】  楽天モバイルの鴻池です。それでは早速、資料に沿いまして、着信

事業者が設定する音声接続料の在り方に対する当社の現時点での考えについて御説明させ

ていただきたいと思います。 

 ２ページ目をお願いいたします。本資料では、論点ごとに当社の考え方について順番に

御説明させていただきたいと考えております。まず初めに、①指定設備設置事業者が希望

する接続事業者との間でビル＆キープ方式を選択できるようにすることについて。こちら

については、事業者間精算方式の幅が広がることから、ビル＆キープ方式を選択できるよ

うになることは望ましいと考えております。その上で、公正競争上の懸念事項があるかと

いう論点に対しましては、ビル＆キープ方式の選択が両事業者の合意に基づいて行われる

のであれば、公正競争上の懸念はないと考えます。 

 ３ページ目になります。次に、②指定設備設置事業者がビル＆キープ方式を選択するこ

とが可能となった場合に留意すべき事項について。 

最初の論点でございます。希望する接続事業者以外の事業者であっても、例えばトラヒ

ック・ポンピングへの関与等が疑われる事業者との間でビル＆キープ方式を採用すること

は適当か。適当である場合は、ほかにビル＆キープ方式を採用することが適当と考えられ

る場合はあるのか。当社といたしましては、ビル＆キープ方式の採用の是非は、あくまで

接続料の在り方に関する論点の１つと考えています。トラヒック・ポンピングへの関与等

が疑われる事業者への対処とは別に、競争政策に関する議論の中で取り扱われるべきと考

えております。なお、事業者間協議において協議上優位な立場にあると考えられる指定設

備設置事業者の意向に沿う形でビル＆キープ方式が適用されるようなことがあってはなら

ないとも考えております。事業者双方が適切にコスト回収することを前提に、指定設備設

置事業者は接続事業者との協議においてビル＆キープ方式と、それから従来の精算方式の

どちらも選択できるように配慮する必要があるとも考えております。 

 次の論点であります。指定設備設置事業者と接続事業者との間でネットワーク構成や音

声接続料の水準差があることについてどう考えるか。当社といたしましては、指定設備設

置事業者と接続事業者との間では、経営戦略やトラヒック量に違いがあり、ゆえにネット
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ワーク構成や音声接続料の水準に差異が生じるのは当然のことと考えております。 

 他方、各指定設備設置事業者が定める接続料は、総務大臣の認可を受け、または総務大

臣が定めた算定方法に基づき算出され、届け出られていることから、適正性が確保されて

いるものとも認識しております。また、非指定事業者の音声接続料についても、事業者間

の合意により決定されることから、協議を通じ適正性が確認されているものとも認識して

おります。こうしたことから、現行の方式を維持することについても、当社といたしまし

ては問題ないと考えております。 

 最後４ページ目になりますが、この点について特に当社の意見はございません。 

 当社からの御説明は以上となります。ありがとうございました。 

【辻座長】  ありがとうございました。 

 続きまして、一般社団法人テレコムサービス協会ＭＶＮＯ委員会からお願いいたします。 

【テレコムサービス協会】  ＭＶＮＯ委員会の佐々木です。それでは、資料に基づきま

して当委員会の考えを御説明いたします。 

 １ページ目、ＭＶＮＯが提供する音声サービスは、皆様も既に御存じの①②のほかに、

現在進行中の番号制度の更新によって登場することが見込まれておりますＩＭＳ接続、こ

の３方式があるかと思っております。このうち既に提供を開始しております①と②につき

ましては、直接、ＭＶＮＯが音声交換網を運用しておらず、そのため、接続料自体の方式

は関係がないところではありますが、それぞれの観点から考えられるビル＆キープ方式の

採用の際の留意点について、次ページ以降で御説明いたします。 

 ２ページ目を御覧ください。まず音声卸ですが、前々回の当研究会におきましては、Ｎ

ＴＴドコモより、全事業者一律のビル＆キープ方式の導入により低廉で使いやすい料金の

実現を目指す考えについて表明があったと理解をしております。このような利用者料金の

低廉化は非常に望ましいものですが、ビル＆キープ方式の導入により、仮に音声交換網を

運用しているＭＮＯの音声料金が低廉化し、それが卸料金の低廉化に派生しないという状

況になった場合には、ＭＮＯとＭＶＮＯの間の競争力に大きな差が生じ、イコールフッテ

ィングの確保が困難になるおそれがあると想定しております。 

 この点、ＭＮＯとＭＶＮＯの公正競争担保という観点からは、音声卸料金のさらなる低

廉化や音声定額プランの卸提供等、ＭＶＮＯがＭＮＯと同等の競争力を有するサービスを

卸で提供できることの実現につながる取組、すなわち接続料の低下や音声卸料金の低下に

つながる取組が併せて講じられることが非常に重要ではないかと考えております。 
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 ３ページ目を御覧ください。こちらはプレフィックス接続のＭＶＮＯから見た留意点で

す。前回の本研究会会合で事務局より説明があったとおり、2025年の電話網のＩＰ網への

移行において、中継事業者の事業、中継料金等の先行きについては不透明であるとされて

おりまして、プレフィックス接続の今後の予見は非常に困難であり、代替性の確保が今後

もできていくか、注視が必要な状況であると理解しております。 

 なお、プレフィックス接続が仮に2025年以降も順調に提供・継続可能であったとしても、

中継事業者がビル＆キープ方式の恩恵を享受できないとすれば、ビル＆キープ方式により

接続料の精算を行わないＭＮＯに比べて、中継事業者の中継料金の高止まり等により、接

続と卸の代替性が低下していくことにつながることも考えられます。この点、代替性確保

の観点からは、着信接続料等が継続的に低廉化し、プレフィックス自動付与を採用するＭ

ＶＮＯが中継事業者を経由して継続的にそのメリットを享受できることが重要ではないか

と考えております。 

 ４点目になりますが、ビル＆キープ方式のメリットとして、その導入を主張する事業者

からは自網コストの効率化インセンティブが強く働く等の意見があったところ、このよう

な設備の効率的運用が接続料の継続的な低下に現につながっているか等、ビル＆キープ方

式の採用後、中長期的に注視する必要があるのではないかと考えています。 

 ４ページ目は前回会合の資料ですので飛ばします。 

 ５ページ目、こちらはＩＭＳ接続を検討中の事業者の観点から見た留意点となっており

ます。ＩＭＳ接続を提供する事業者につきましては、自ら音声交換網を持つ形になります

ので、双務的な接続体系としてビル＆キープ方式の採用が可能になると考えております。

ＩＭＳ接続方式による音声サービスを全てのＭＶＮＯが導入することは容易ではないと考

えられる一方で、ＩＭＳ接続を導入することを検討しているＭＶＮＯにとっては、ビル＆

キープ方式の導入により、接続先の他事業者との協議や、事業者間精算等の事務的コスト

の軽減に資するものと想定をしておりますので、歓迎できると考えております。説明は以

上となります。 

【辻座長】  どうもありがとうございました。 

 引き続きまして、資料を提出いただいた関係事業者の意見につきましては、事務局から

まとめて御紹介をお願いいたします。 

【永井料金サービス課課長補佐】  事務局でございます。そうしましたら、資料69－２

－７から２－11につきまして事務局から簡潔に御説明いたします。 
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 まず、資料69－２－７をお開きください。株式会社オプテージからでございます。 

１ページ目です。指定設備設置事業者が希望する接続事業者との間でビル＆キープ方式

を選択できるようにすることに関する意見でございます。 

 基本的には、ビル＆キープ方式は、接続しあう事業者間のトラヒックが均衡し、互いの

設備を同等に利用し合うことを背景に導入されるものであると理解している。上記の背景

に加えて、現状の事業規模や設備構成等の違いを踏まえた事業者間協議の上で接続料単金

が設定されている等のことから、公平性の観点に鑑みビル＆キープ方式は接続する２社間

で合意できた場合に採用されることが適当と考える。 

 特に小規模事業者はトラヒックのバランスが不均衡な現状において、事業者間精算方式

を前提とした自社のお客様からの利用料のみでは事業継続性に支障が生じるおそれがあり、

ひいては利用者利便を損ねるおそれがあるものと考える。そのことから、ビル＆キープ方

式については、適切なコスト回収の観点から、全事業者一律採用や片方だけの要望による

強制適用につながる制度にならないよう慎重に検討を進めていただくようお願いする。 

 ２ページ目です。指定設備設置事業者がビル＆キープ方式を選択することが可能となっ

た場合に留意すべき事項に関する御意見でございます。こちらは下に３つ箇条書きがござ

います。 

１つ目、ビル＆キープ方式を採用可能とする場合、指定設備設置事業者は強い交渉力を

有することから、相手によって事業者間精算方式とビル＆キープ方式を合理的な理由なく

使い分けをすることは不公正であり、一部の事業者とビル＆キープ式を採用した際には、

その他の希望事業者に対しても同等に取り扱うなど留意が必要であると考える。 

 ２つ目、トラヒック・ポンピングについては、まずは当該事業者間での適切な協議がな

されることが基本であると考える。 

３つ目、指定設備設置事業者と接続事業者との間にネットワーク構成や音声接続料の水

準差があることについては、各社独自の経営方針に従って設備構築をしており、これを統

一することは困難ではないかと考える。 

 ３ページ目です。その他、音声接続料に係る望ましい制度の方向性に関する御意見でご

ざいます。着信接続料規制については、個社間の接続料協議において大きな問題は発生し

ておらず、今後大きな市場成長も望めない音声通信分野において、かける規制対応コスト

に対する効果は薄いと考える。仮に着信接続料規制を導入する場合には、公平性の観点か

らは固定・モバイル双方に係る制度検討とするべきと考える。特に小規模事業者にとって
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過度な負担となる可能性があり、一定の配慮が必要と考える。また、接続料の適正性の観

点から、ｐｕｒｅＬＲＩＣの採用もビル＆キープ方式の採用と並行して検討しても良いの

ではないかと考える。 

 最後に４ページ目です。その他、音声接続料に関して見直すべき措置については、第二

種指定設備設置事業者間での音声接続料の水準差があるということ自体は事業規模やネッ

トワーク設備形態によるものであるが、その適正性、透明性の検証は引き続き重要である

と考える。 

 以上が、資料69－２－７の株式会社オプテージの意見でございます。 

 続きまして、資料69－２－８です。株式会社エネルギア・コミュニケーションズの意見

でございます。 

 １ページ目です。まず、論点１のビル＆キープ方式を採用可能とすることについて、①

番、指定設備設置事業者が希望する接続事業者の間でビル＆キープ方式を選択できるよう

にすることについての意見でございます。発着トラヒックを均衡させることができないこ

とや網コストが異なる状況で、同一設備に対して受益者負担の考え方を持つ事業者間精算

と、それとは異なる考え方のビル＆キープを恣意的に選択する懸念があるため、指定設備

設置事業者側でどのような場合にビル＆キープを選択できるのか、事前に明確化・整理が

必要と考える。 

 また、留意すべき事項について、②番でございます。希望する接続事業者以外の事業者

との間でビル＆キープ方式を採用することが、指定設備設置事業者に選択権がある仕組み

のことであれば、どのような場合に事業者間精算をするのか、ビル＆キープをするのかを

事前に明確化・整理ができなければ不適当と考える。 

 例えば事務処理の簡素化の観点から、事務処理コストが無視できないほど支払額が少額

な事業者間精算は見合わせる選択は取り得ると考えられるが、それ以外は従来どおり事業

者精算が適当と考える。 

 また、ネットワーク構成や音声の接続料の水準差については、接続料は事業者の規模、

地域性、サービス内容、技術要素等を加味してネットワークが構成され、結果的に網コス

トに反映される認識のため、接続料に水準差があることは自然なことであると考える。と

はいえ、事業者の規模、地域性、サービス内容、技術要素等を加味した上限値を設定可能

であれば、円滑な事業者間協議に寄与するとも考える。 

 ２ページ目につきましては、構成員限りとなってございますので、御確認いただければ
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と思います。 

 ３ページ目です。二種指定設備設置事業者の音声接続料の水準差についてです。それに

ついては、総務省において検証される過程で合理的な説明がなされた結果と理解している

ため、水準差があることも含めて受け入れているという意見です。 

 以上が資料69－２－８の株式会社エネルギア・コミュニケーションズの意見でございま

す。 

 続きまして、資料69－２－９です。アルテリア・ネットワークス株式会社の意見でござ

います。 

 ２ページ目でございます。慎重に時間をかけて検討することが必要。ビル＆キープ方式

が音声通信サービス利用者及び同サービスの提供事業者の全体利益にかなうかどうかを現

時点で判断することは時期尚早であると思料している。 

 ４つ御意見がございまして、１つ目、ＩＰ網への移行後の音声通話の総量がどのように

推移するかを現時点で予測することが困難であるということ。また、２つ目として、総量

のみならず、各事業者において通話量がどのように推移するのか、現時点で予測すること

が困難であるということ。３つ目、事業者ごとに発着のバランスは異なり、網維持コスト

も異なるため、公平なコスト負担になるかは不明だということ。４つ目、大規模事業者の

意見のみで推進されると市場の寡占化が進む懸念が存在するということでございます。 

 以上、資料69－２－９のアルテリア・ネットワーク株式会社の意見でございます。 

 続きまして、資料69－２－１０です。こちらはフリービット株式会社の意見でございま

す。 

 １ページ目です。ビル＆キープ方式についての当社の考え方については、まず、ビル＆

キープ方式の全事業者の一律導入を進めるべきである。固定については、2025年に予定さ

れるＰＳＴＮマイグレーションを待たずに、２社間で合意可能な全ての事業者からビル＆

キープ方式を採用し順次移行していき、2025年からは全事業者への一律導入とするべき。 

 また、モバイルについては、ＰＳＴＮマイグレーションを待つことなく、すぐに全事業

者への一律導入を開始すべきである。また、呼種についても全ての呼種に適用すべきであ

る。ただし指定設備設置事業者以外の事業者で、これにより事業継続性等に問題の出る可

能性がある場合については、激変緩和措置を用意し手当てをすることが妥当である。 

 次の２ページ目以降で一律導入を進めるべき理由について記載がございます。まず、理

由の１つ目が２ページ目でございます。毎年、ＡＣ算定や各社とのＡＣ交渉が必要という
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ことは、新規参入事業者にとって人材確保の視点から大きな参入障壁であり、ビル＆キー

プの導入により、参入障壁を下げて競争環境をつくり出すことができるという意見でござ

います。 

 続きまして３ページ目です。理由の２つ目、事業モデルの積極的な転換が必要というこ

とです。音声通話は明らかに減少している中で、事業モデルの転換をしなければ音声アプ

リに置き換えられて事業がなくなってしまうと。 

 ４ページ目、理由の３つ目です。自社で料金コントロールができるということで、自社

の設備費用の管理と自社の創意工夫でエンドユーザーへの料金プランをつくることが可能

となり、各事業者の事情やマーケットの状況で様々な対応が可能となるとしてございます。 

 ５ページ目です。理由の４つ目、トラヒック・ポンピングに対して有効な対策である。

ビル＆キープ方式を全事業者に導入する原因療法を行うことで根治させることが可能であ

ると。 

 最後に６ページ目でございまして、エンドユーザーへの廉価なサービス提供と、イノベ

ーティブなサービスによる利便性の提供を実現するためにもぜひ本件を推進していただき

たいという御意見。 

 以上、資料69－２－１０のフリービット株式会社の意見でございます。 

 最後、資料69－２－１１、株式会社ＳＴＮｅｔからの意見でございます。 

御意見としましては２点ございまして、１つ目、ビル＆キープ方式を取り入れた場合、

弊社のように事業規模が小さい事業者では収支面への影響が多大なため慎重に検討を進め

ていただきたい。 

 また２つ目、携帯事業者からの着信が多く、着信のために多くの設備コストをかけてい

ますが、ビル＆キープ方式では適正な原価回収ができず問題があると考える。 

以上でございます。 

【辻座長】  様々にプレゼンありがとうございました。それでは、ただいまの事業者か

らの説明等につきまして御質問等がございます構成員の方は、チャットもしくは御発言に

よってお知らせください。書面で資料を提出されました事業者への意見につきましては、

事務局にて集約いたします。 

 佐藤構成員、それではお願いいたします。 

【佐藤構成員】   

質問については別途追加質問という形で答えていただくと思いますが、まずコメントだけ
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させていただきます。 

 今まで意見を聞くことがなかった事業者さんたちの御意見が聞けたので、非常に良かっ

たと思います。私としても、今まで考えていなかった新しい視点があったので、自分の思

ったところを簡単にコメントします。 

 どの事業者の御説明だったか覚えていないのですが、例えば、これからＮＴＴ東日本・

西日本の接続料算定がＩＰ－ＬＲＩＣに進んでいく中で、当面、音声接続料は非常に下が

るのだという話。下がった段階でまたビル＆キープに移行していくと非常にスムーズにい

けるのではないかというストーリーを話されていたと思いますが、ストーリーとしてはあ

り得ると思いました。ＦＣＣにおいても、まずは３段階ぐらいに分けて、時間をかけて音

声接続料を下げビル・アンド・キープに移行していったと思いますので、段階的プロセス

というのはあり得るシナリオなのではないかと思いました。 

 それから、ビル＆キープになるとユーザー料金にも変化が起こるのではなきかという意

見。フラットレートになって、何らかの課題が生まれるのではないかというのも気になっ

たところです。フラットレートになると、ユーザーも非常にたくさん電話をかけるように

なり、設備の増強も必要になる。設備コストは今まで着信接続料である程度回収できてい

たとすると、どういう形での回収の仕組みがあり得るのかという問題提起をいただいたと

思いますので、それも考えていく必要があると思います。 

 それから、今申し上げたところとも関係しますが、料金を決めるときに、トラヒックセ

ンシティブかノントラヒックセンシティブかということを大きな基準としてきた中、例え

ば音声でいうと、トラヒックセンシティブなので従量料金であるとされてきたものが、ビ

ル＆キープの導入によって、もしかしたら定額料金になるかもしれない。そうすると、今

までの料金設定基準の基本的な考え方が修正されることになるので、どのような影響があ

るか。 

 ただ、これから新たにネットワークの構成が変わっていく、仮想化・スライシングが進

むなどの議論をされている中で、もしかしたら、より現実的な方向として、そういった状

況に合わせてＴＳ・ＮＴＳの議論をもう一回見直す必要も確かにあるのではないかと思っ

たところです。 

 あと、最後にトラヒック・ポンピングについてですが、この前、追加質問で各社からお

答えいただいたところ、問題の所在する事業者が明確に確定できるというお答えを得たと

思います。確定できるのであれば、どのように対応すべきか。事業者間で早急に対応策を
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協議していただく必要がある。あるいは、総務省でどういう対応を支援できるか、ルール

化できるか、ぜひ考えていただきたいと思います。前回、私の追加質問で言及した基準は

基本的にＦＣＣのトラヒック・ポンピングの議論の中で使われていた定義ですが、海外で

の対応を参考に急いで具体的な対応をしていくべきだと思っています。以上です。長くな

りました。 

【辻座長】  ありがとうございました。そのほかございませんか。 

 確かに、様々な事業者から御意見いただいて、今まで考えていなかったようなポイント

も随分得ることもできましたので、今後の議論の参考にしていきたいと思います。 

 

○ ５Ｇ（ＳＡ方式）時代におけるネットワーク提供に係る課題の検討に関するヒアリン

グ 

 

【辻座長】  それでは３番目の議題でありますが、５Ｇ（ＳＡ方式）時代におけるネッ

トワーク提供に係る課題の検討に関するヒアリングとなります。本件は、第６次報告書に

おいて、引き続き注視することにしていた５Ｇ（ＳＡ方式）に係る事業者間協議の状況に

ついて、関係事業者へのヒアリングを行うものであります。今回は、一般社団法人テレコ

ムサービス協会ＭＶＮＯ委員会及びＭＭＯ３社より御説明をいただき、意見交換を行いた

いと思います。それでは、最初に、一般社団法人テレコムサービス協会ＭＶＮＯ委員会か

らお願いいたします。 

【テレコムサービス協会】  それでは、ＭＶＮＯ委員会、佐々木から資料に基づきまし

て当協会の考え方を御説明いたします。 

 今回、５Ｇ（ＳＡ方式）の導入意向及び協議状況等についてＭＶＮＯ委員会に加盟して

おりますＭＶＮＯに対しアンケート調査を実施しまして、15社より回答をいただいており

ます。次ページ目以降でこの15社からいただいた回答を説明いたします。 

 ２ページ目を御覧ください。まず、導入意向に関する質問への回答となりますけれども、

15社中およそ半数の８社から、「導入意向はある」又は「どちらかといえばある」とのポジ

ティブな回答をいただいております。なお、現時点で導入意向がないと回答した７社のう

ち、６社からは具体的な検討まで至っていないとの理由での御回答でしたので、今後導入

を検討する事業者がより増えてくることも想定をされる状況かと思っております。 

 次ページ目以降は、この先ほどの質問で「導入意向がある」又は「どちらかといえばあ
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る」とのポジティブな回答をいただいた８社に対する追加のアンケート調査です。 

 ３ページ目を御覧ください。８社に対して、どのような導入方式で検討しているかとい

うところを複数回答で尋ねたところ、主に検討中の導入方式としては、「Ｌ２接続相当」と

の回答が最も多く、次いで「フルＶＭＮＯ」との回答となっております。他方、既にＭＮ

Ｏにより提供が開始されております「Ｌ３接続相当（サービス卸）」と回答した社はなく、

このことから、各社では、ＭＶＮＯとしての独自性や柔軟性を確保できる方式の導入を前

提に、５Ｇ（ＳＡ方式）のサービス化を検討しているものと推測ができるのではないかと

思っております。 

 ４ページ目を御覧ください。８社に対し、サービス開始希望時期について尋ねたところ、

「未定・検討中」との社が最も多く４社。また、一部の社からは「2024年度中」もしくは

「2025年度以降」との回答もありました。 

 続きまして、５ページ目を御覧ください。８社に対し、ＭＮＯとの協議状況及び具体的

な課題について尋ねたところ、課題や問題があると回答した社が４社となっております。

こちらのアンケートにつきましては、フリーでの回答をいただいておりますので、６ペー

ジ目・７ページ目にそれぞれカテゴライズした上で回答を要約したものを掲載しています。 

まず、協議状況につきましては、ＭＮＯからの情報提供が少ないこと、また標準化の遅

延を理由に協議が進まず、具体的な検討ができない等の意見が散見されたところです。ま

た、対応費用・スケジュールについては、網改造料等の対応コストの提示がないため、Ｍ

ＶＮＯ各社において導入可否やスケジュール等の具体的な検討や判断が進んでいない状況

と考えております。７ページ目を御覧ください。こちらはその他の点に関する回答ですが、

例えばＬ３接続相当の仕様提示やＩＭＳ接続の協議等についても停滞をしているとの意見、

それによって導入可否やスケジュール等の具体的な検討が進められていない等の意見もあ

りました。当協会からの説明は以上となります。 

【辻座長】  ありがとうございました。 

 続きまして、株式会社ＮＴＴドコモから御説明をお願いいたします。 

【ＮＴＴドコモ】  ＮＴＴドコモでございます。それでは、資料に沿って御説明させて

いただきます。 

 まず１ページ、５Ｇ（ＳＡ）等に係る各機能開放形態の進捗状況ということで、上の４

段に関しましては、これは５Ｇ（ＳＡ）について、昨年度に本研究会で整理いただいた４

つの区分に従って、それぞれの進捗状況を記載しております。下にＩＭＳ接続（ＶｏＬＴ
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Ｅ）とありますが、こちらは５Ｇ（ＳＡ）と直接関係はございませんけれども、接続料研

究会で音声卸の関係などで御議論いただいている部分でもございますので、こちらについ

ても併せて御説明しようと思っております。 

 まず、５Ｇ（ＳＡ）ですが、Ｌ３接続相当につきましては、2022年８月に機能開放済で

ございます。それからＬ２接続相当については、まさに現在、機能開放に向けての協議を

行っている状況でございますので、こちらは別紙で説明させていただこうと思います。 

それから、ライトＶＭＮＯにつきましては、こちらはスライシング等を使用していく形

態だと理解しておりますが、こちらにつきましてはスライシング等に関するドコモの自社

サービスの仕様が確定次第、ＭＶＮＯ様に事前の情報提供等を実施して、同時期同機能の

御利用をいただけるように対応してまいりたいと思っております。 

 それから、フルＶＭＮＯについては未定としておりますが、こちらに関しましては、過

去に類似事例のない提供形態でございまして、ＭＶＮＯ様からの具体的な要望を踏まえた

上で、基礎的条件等の実現可能性の検討を行っていくというステップを踏んでいくのでは

ないかと考えておりまして、今のところは未定と記載しております。 

 それから、ＩＭＳ接続（ＶｏＬＴＥ）でございますが、こちらも機能開放に向けた協議

を現在行っているところでございますので、こちらについては別紙にて説明いたします。 

 ２ページ目です。こちらは、昨年度の2021年11月の本研究会でプレゼンテーションさせ

ていただいたときに使わせていただいた資料ですが、個別要望における協議の進め方につ

いて、ＭＶＮＯ様からこういったサービスを実現したいという御要望を頂いた場合には、

矢羽根上の段の５つのステップを踏んで機能の提供の開始に至るものであるということを

示した資料でございます。 

 今まさに協議と申し上げましたが、Ｌ２接続相当やＩＭＳ接続については今、この図で

赤く塗っております２ｎｄステップの段階にあります。さらにそこを細かく区分けします

と、２ｎｄの①から⑤と示していますが、①では要望をいただいたらそれを具体化してこ

ういうサービスをやりたいです、②ではその実現にとってはこういう機能が必要ですよね

と。③では機能提供に当たって必要な信号方式・網構成などはこうなりますよね、といっ

た点をやり、④では制度面を含めた対応可否判断や代替案等を検討して、最後に⑤では実

現に当たり必要となる機能に係る開発内容の精査・確認を進めていくという形で、そこま

でいくと、こういう開発が要りますねという点について、ＭＮＯ・ＭＶＮＯの合意の下、

開発の検討に着手することができる、そういった段取りを踏んでいきます。 
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 ３ページ目ですが、こちらはＭＶＮＯ様との具体的な協議状況に係る部分でございます

ので、構成員限りとさせていただいております。こちらも２ページの先ほどの矢羽根のプ

ロセスに従って、Ｌ２接続相当についてはこういう形で進んでおります、ということを示

しております。これは国際ローミングの標準仕様を意識した上で、全てが決まらないと協

議が進まないという事態には陥らないように、標準仕様が定まった部分については先行し

て協議を進める等、効率的な協議の進捗に努めております。要はできるところからやると

いうことを心がけて協議をしているところでございます。 

 おめくりいただきまして４ページ目、こちらも具体的な協議の日取り、回数、協議の内

容等をＭＶＮＯ様ごとに示したものを書いておりますが、こちらも全て構成員限りとさせ

ていただいております。 

 おめくりいただいて５ページ目ですが、こちらも構成員限りですが、今後の検討課題で

ございます。この点については、引き続き、ＭＶＮＯ様が実現したいサービスの提供イメ

ージについて具体的な機能実装に向けた検討課題を整理し、詳細仕様を決定するものとし

ています。具体的な課題がどういうものかについては、それぞれ申し上げにくいのですが、

例えば標準化について、昨年度の時点では秋頃に標準化が完了する予定と申しておりまし

たものが、標準化の作業がずれ込んでおりまして、春頃になるのではないかなどという形

で延びているもの等がございまして、そういうことを課題として検討していかなければい

けないのではないかというところについて、今後の検討課題に記載させていただいている

ものでございます。 

 こちらはもちろん検討課題ですから、検討していかなければいけない、進めていくとい

うところで、Ｌ２接続の実現に向けて協議をさせていただいているという資料でございま

す。 

 ６ページ目、こちらはＩＭＳ接続です。こちらも、番号に関する研究会でプレゼンテー

ションさせていただいたときに用いた資料ですが、ＩＭＳ接続の実現に当たっては、接続

構成の図の３つぐらいのプレーヤーにおいて、それぞれ準備が必要になると思っておりま

す。 

 まず、ホストＭＮＯというのは我々のような、ＭＶＮＯに網を使っていただいているＭ

ＮＯです。ホストＭＮＯとして対応しなければいけないこととして、ＭＶＮＯのＩＭＳ設

備等との連携がもちろん必要になります。ＭＶＮＯの指定番号を使われているユーザーの

判定や制御をどうしていくかということがございます。 
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 ＭＶＮＯも番号を持たれると、ＭＮＯ間のＭＮＰシステムの連携に参加いただかなけれ

ばいけませんので、そこに追加していくということもございます。こういったことをホス

トＭＮＯとして、受入準備をしていかなければいけないと思っております。 

 中央、ＭＶＮＯです。こちらはＩＭＳ設備等を構築して音声サービスを提供されるので、

もちろん設備を構築することは必要でございまして、その設備の品質を確保していく、各

種省令や規則等に従って品質を確保していただく必要がございます。緊急通報及びＭＮＰ

への対応については、これも番号を自ら取得して音声サービスを提供されることの要件と

して、緊急通報受理機関との接続や、ＭＮＰへ対応することが必要になってまいります。

また、音声事業者との相互接続対応として、他の音声事業者、ＮＴＴ東西、ＭＮＯ、それ

から固定事業者、皆とつないでいただく対応が必要になります。 

 右端の音声事業者は、その裏返しでございまして、新しく音声サービスに参入されるＭ

ＶＮＯとつないでいかなければなりません。設備を構築し、ルーチング設定をして精算に

対応し、といったことをやっていただくのが、それぞれのプレーヤーの対応ということに

なります。 

 ７ページ目、８ページ目については、ＭＶＮＯ、ＭＮＯ、音声事業者の対応に関して、

先ほど申し上げたことを表にして記載しております。 

 ９ページ目では、先ほどの矢羽根の図にＩＭＳ接続の協議を当てはめて記載したものを

青枠の中に書いています。ＩＭＳ接続についても同じように要望をいただいて、こういう

機能が必要だとか、こういうプロトコルでやりましょうかとか、そういった協議をさせて

いただくということになりますが、先ほど申し上げました緊急通報の実現方法については、

Ｓ８ＨＲ方式とＬＢＯ方式の２つの方法がございまして、双方で検討している状況でござ

います。 

 10ページ目は、具体的な日取り、回数、内容を記載しているページでございますので、

御覧いただければと思います。 

 11ページ目でございます。緊急通報の検討状況です。緊急通報について、大変ではない

か等いろいろと話題になっていましたので、１ページ使っています。 

Ｓ８ＨＲ方式という方式が、図の左側のＭＶＮＯが直接、緊急通報受理機関と接続する

方式です。緊急通報受理機関は全国に810ほどございまして、消防本部等が多いので、こち

らに全て対応していただいて、緊急通報をつないでいただくことになります。結構な件数

で大変だという話は前々から出ているところではございました。 
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 右側のＬＢＯ方式では、ＭＮＯが既に緊急通報受理機関に接続しておりますので、緊急

呼に関してはそちらを使って、一般呼に関してだけＭＶＮＯの交換機を通してやりましょ

うという方式です。こちらの方式は810ほどある緊急通報受理機関にＭＶＮＯが対応する

必要がなくなりますので、こちらの方が圧倒的に楽なのではないかという話もありました。 

協議させていただく中で色々出てくるのは、Ｓ８ＨＲ方式では、ある意味、ＭＶＮＯの

交換機に全部行ってしまえば、それをＭＶＮＯで処理なさることとなりますので、構成と

してはすごくシンプルであること。逆に言うと、ＬＢＯ方式は、緊急呼はＭＮＯの方でつ

なぎ、一般呼はＭＶＮＯからつなぐという形で、それを見分ける、あるいは役割分担する

といったことが課題として出てくるところがございまして、それが緊急通報における今後

の検討項目としてまず記載しているものでございます。 

 緊急通報における位置情報等に関するＭＮＯ・ＭＶＮＯの連携については、両方式で必

要になってくるとは思いますが、どちらの緊急通報受理機関、どこの消防署につなげばい

いのか等に位置情報を用いておりますので、そういった情報はどうやって受渡しするのか

という検討は必要になるだろうと思っております。 

 また、２つ目として、ＭＮＯとＭＶＮＯとの役割分担を踏まえた緊急通報受理機関との

具体的な運用方法の検討整理については、緊急通報受理機関とどう連携していくかという

点です。プレーヤーがＭＮＯ、ＭＶＮＯ、緊急通報受理機関とおりますので、その中でど

のように役割分担をするかという整理が必要になります。 

 そして、非通知発信の緊急呼については、どのようにつないでいくのか、どう見分けて

どうつないでいくのかという点についても、新しい仕掛けを考えていかねばなりません。

そういったことをやった上で、ＬＢＯ方式が成り立つか、どちらの方式が楽か等を踏まえ

て、どちらを希望されるかというのは、今のところは、ＭＶＮＯがこういう方式でやりた

いという希望をベースにして検討を進めている状況でございます。 

 12ページ目、今後の検討項目についてです。こちらは先ほどの７ページ目と８ページ目

で書いた項目ですが、今後、決めていかなければいけない、もしくは詰めていかなければ

いけない項目について、この青枠の中を御覧いただければと思います。緊急通報だけ解決

すればすぐつなぐことができるという話ではなく、議論と検討が必要な状況にございます。 

 以上がＬ２接続とＩＭＳ接続における現況でございます。13ページ目で、いずれにしま

しても、要望いただいた限りは真摯に対応させていただく、ＭＶＮＯが実現したいサービ

スの円滑な提供に向けて、引き続き必要な情報提供を行いつつ、真摯に向き合い、協議を
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進展させていく考えでございますという点を記載しておりますが、ＮＴＴドコモからの御

説明を終わります。ありがとうございました。 

【辻座長】  どうもありがとうございました。 

 続きまして、ＫＤＤＩ株式会社からお願いいたします。 

【ＫＤＤＩ】  ＫＤＤＩでございます。よろしくお願いいたします。資料に従いまして、

当社の５Ｇ（ＳＡ）の協議状況について、説明させていただきます。 

 まず１ページ目でございます。当社において５Ｇ（ＳＡ）方式の協議としては、今Ｌ２

接続に関する協議が進んでいるところでございます。一部のＭＶＮＯ様から協議の要望を

受けておりまして、昨年７月から協議を開始しております。ＭＶＮＯ様のサービス提供に

向けて協議を継続中であり、状況については構成員限りとさせていただいておりますが、

これまでの実績、今後に向けての方向性について記載しております。なお、Ｌ３接続に関

しましては、昨年の２月に情報開示をしておりますけれども、現時点では協議の申入れは

ございません。 

 続きまして、２ページ目でございます。協議に当たって「現時点で検討可能な範囲で」

という表現で始まっておりますが、ＮＴＴドコモ様と同じでございまして、国際標準化と

の関係があるものですから、その課題を踏まえつつの協議になっております。下の図に書

いておりますが、Ｌ２接続相当につきましては、国際標準化でいうところの国際ローミン

グの技術方式を使って実現するものかと思っております。ＧＳＭＡでの国際ローミングの

標準化作業が遅れており、通信機器のベンダーの機能実装や開発のロードマップがまだ明

確になっていないところ、当社においてもＭＶＮＯ様に具体的な費用やスケジュールを提

示するだけの十分な情報が現状得られていない状況がございます。 

 こういった状況にはございますが、想定される設備の構成や、両者知り得る情報を持ち

寄って継続的な検討を行うという形で、引き続き協議を進めてまいりたいと考えていると

ころでございます。 

 音声に関しましても、Ｌ２接続に乗る形での実現になりますので、併せての検討でござ

います。ＭＶＮＯ様からの御提案を踏まえて協議を進めてまいりたいと思います。 

 また、スライス・ＭＥＣにつきましても、国際ローミングの中の１つの仕様を使ってや

る形になるのですが、標準化のロードマップ上、この２つについて実装の時期が全く明確

になっていないという状況であり、現時点では見通しが立っていないところでございます。

こちらにつきましては、ＭＶＮＯ様からの御要望を受け次第、要望があれば技術検討に応
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じていきたいと考えている状況にとどまっております。 

 続きまして３ページ目でございます。先ほど申し上げたとおり、国際標準化の課題がご

ざいますので、なかなか難しい部分がありますが、こういった情報を提供していけるよう

に進めていますというところで、こちらも構成員限りとさせていただいておりますが、協

議でお出ししている資料の項目を一例としてお示ししています。 

 続きまして４ページ目、最後でございますが、今後に向けて、先般取りまとめられまし

た研究会報告書の内容を踏まえまして、今後においてもＭＶＮＯ様のサービスの円滑な提

供に向けて、相互理解を深めながら適切な情報提供を行いつつ、真摯に協議を行っていき

たいと考えております。 

 先ほど来申し上げておりますけれども、国際標準化等、少し難しい問題もございますが、

真摯に対応してまいりたいと思っておりますので、協議をぜひ見守っていただければと考

えております。以上、ＫＤＤＩからの御説明といたします。 

【辻座長】  どうもありがとうございました。続きまして、ソフトバンク株式会社から

御説明をお願いいたします。 

【ソフトバンク】  ソフトバンクです。それでは、資料に基づきまして御説明させてい

ただきます。 

 １ページ目になります。お示ししています４つの提供形態が、かねてより当研究会で整

理された５Ｇ（ＳＡ）の提供のパターンになると思っていますが、それぞれ現状の検討状

況を御報告いたします。 

 ２ページ目になります。まずＬ３接続相当（サービス卸）の協議状況です。対応状況に

関しましては構成員限りとしておりますが、過去３回ほど、まとまった情報提供及び意向

の確認をしております。直近では、昨年の10月に情報更新した形で通知して、本年の１月

以降提供可能といった情報を案内しております。この提供時期に関しては、若干延びたも

のですが、そういった具体的な提供時期については、昨年の10月に御案内を申し上げてお

ります。ただ現時点で具体的な申入れはないという状況になっています。 

 その他ですが、本サービス卸において、５Ｇ（ＳＡ）スライスを用いた音声サービスは

未提供となっています。また、独自のＭＥＣ提供は、本サービス卸に関しては困難である

ということについて、情報提供をしております。 

 続きまして３ページ目になります。ライトＶＭＮＯ（スライス卸）、それから限定した形

でのＡＰＩ開放についての協議状況です。まず提供時期ですが、当初目標としての計画で
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は2022年度中にサービス提供したいと申し上げていましたが、若干、検討状況が遅れてお

りまして、2023年度以降の提供予定となっております。 

 それから、協議ステータスについては、先ほどの卸と同様、過去３回程ある程度まとま

った情報提供と意見交換をさせていただいておりまして、同様に昨年の10月に最新の情報

を更新し、ＭＶＮＯへ通知をしております。通知内容に関しては、詳細は構成員限りとさ

せていただいております。 

 それから、その他といたしまして、本サービスにおいては既存ＬＴＥと音声通話ともに

利用可能であるサービスになっております。独自ＭＥＣ提供は本サービスにおいても困難

となっています。 

 続きまして４ページ目です。Ｌ２接続相当についての協議です。こちらはＮＴＴドコモ

様、ＫＤＤＩ様からもプレゼンがありましたけれど、基本的には国際ローミングの標準化

に基づいたＬ２接続相当の提供を予定しておりまして、この標準化に関しましては、昨年、

ちょうど１年前に御報告したときは昨年の10月頃、標準化が完了すると読んでいたのです

が、その標準化の時期は、2023年３月、今月にはそろそろ標準が完了すると見込んでいま

すが、半年ほど遅れている状況です。 

 ですので、ＭＶＮＯとの具体的な協議も、この標準化が完了していないので、あまり具

体的なところまで踏み込んだ検討はなかなかできていないのが現状ですが、標準化が決ま

った後は、ベンダーとの仕様調整等の具体的な動きが、開発への着手も含めてできるよう

になると、動きが始まると思っていますので、双方より突っ込んだ協議も可能になるかと

思っております。ただ、最終的な提供の時期は、来年度からそういった動きになりますの

で、2024年度中のサービス提供もなかなか難しいのではないかと読んでおります。それか

ら、５Ｇ（ＳＡ）による音声サービス提供時期についても現時点では未定ということにな

っています。 

 協議ステータスについては、当社に関しましては、具体的に昨年11月から協議を開始し

ている状況です。申し上げたとおり国際標準化は遅れており、具体的な協議はなかなか進

んでいない状況ですが、標準が固まれば、より具体的に協議が進むのではないかと思って

おります。 

 その他、ＭＥＣの提供要望やＩＭＳ接続等につきましても、御要望を受けたら、優先順

位等の意識合わせの上、順次協議していきたいと考えております。 

 最後５ページ目になります。こちらはフルＶＭＮＯについてです。ＲＡＮシェアリング
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の協議の状況については、１年前に御報告した状況から全く変わっておらず、過去に類似

事例のない卸役務の提供形態であって、広範な検討が必要であることもありますので、ス

ケジュールは１年前とあまり変わらず、未定になっております。 

 当社からの説明は以上です。 

【辻座長】  どうもありがとうございました。国際ローミングの標準化が若干遅れてい

るようで、当初の2022年度の年内等々のスケジュールは無理な状況になっていると認識い

たしました。 

 それでは、ただいまのプレゼンテーションにつきまして、御質問のある構成員は、チャ

ットもしくは音声にて御発言をお願いいたします。それでは、どなた様でも結構でござい

ます。それでは西村暢史構成員、よろしくお願いいたします。 

【西村（暢）構成員】  御説明ありがとうございました。私からは簡単にコメントを１

点、発言させていただければと思います。 

 標準化確定の手前のタイミングであるとのことで、各社ともプレゼンテーションが非常

に難しいことは重々承知しておりますけれども、ＭＶＮＯ委員会からのプレゼンテーショ

ンの中にもありましたとおり、ＭＮＯの間での温度差があるということが資料からも受け

取ることができます。極めて難しい状況ではあると承知しながらも、この協議の状況は定

点観測という意味でも非常に大事ですので、こういった平場でのプレゼンテーションの機

会においては、ぜひ、できる限り、構成員限りの形でも結構でございますので、開示に努

めていただきたいと思っております。私からは以上でございます。 

【辻座長】  ありがとうございました。そのほかございますか。 

 それでは、今、西村構成員が御発言になられましたように、こういった経過の御報告を

定期的に受けて進捗状況を確認することは、我々にとっては非常に大事なことですので、

今日の説明はそれぞれ意義があったことと思います。 

 それでは、長時間になりましたので、御質問をされる時間がなかったかもしれませんが、

本日の議題の追加質問は、３月14日（火）までにメール等で事務局にお寄せいただければ、

取りまとめて発表者にお聞きしたいと思います。 

 それでは、次回の会議につきまして事務局から御説明をお願いいたします。 

【永井料金サービス課課長補佐】  事務局でございます。本日は長時間ありがとうござ

いました。次回会合の詳細につきましては、別途事務局より御連絡差し上げるとともに、

総務省ホームページに開催案内を掲載いたします。 
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以上でございます。よろしくお願いいたします。 

【辻座長】  それでは、本当に長時間になりましたが、発表の方、あるいは構成員の皆

さん、御協力ありがとうございました。それでは、これをもちまして終了したいと思いま

す。 

以上 


